
令和８年６月介護報酬改定 処遇改善加算の登録について 

令和 8年 6月から介護職員等処遇改善加算の拡充が行われます。 

主に、いままで処遇改善加算の算定対象ではなかったサービスについて、入力方法をご案内いたします。 

 

新たに対象となったサービス 

・訪問看護（予防も含む） 

・訪問リハビリテーション（予防も含む） 

・居宅介護支援・介護予防支援 

 

 

◆事業所管理画面での適用期間の追加 

令和８年６月からとなりますので、適用期間を追加します。 

【追加手順】 

メインメニュー→[各種メンテナンス]→[事業所管理]から、該当の事業所を選んで[詳細]ボタンを押します。 

 

 

⓵画面の[適用期間追加]ボタンを押し

ます。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「2026」年「6」月にして[OK]を押します。 

 

 

 

 



 

 

③適用期間が「2026.06」-現在と表示

されます。 

 

※適用期間の追加方法は他のサービス

も同じです。 

 

 

 

 

◆訪問看護の設定方法 

 

 

⓵提供サービスから「訪問看護」を選ん

で[編集]ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

②介護職員等処遇改善加算

（2026.6～）の設定を「2 あ

り」にして、[登録]ボタンを押

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

③事業所情報詳細画面に戻り

ますので、右下の[登録]ボタ

ンを押します。 

 

※サービスが複数ある場合は、

各サービスの設定後に[登録]

ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④6 月以降のサービス実績を

登録します。 

※処遇改善加算は加算には表

示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑤サービス利用票、提供票を印刷すると、処遇改

善加算が表示されます。 

 

※表示するには、事業所ごとに設定が必要です。 

メインメニュー→[各種メンテナンス]→[設定]と

進み、利用票・提供票の「介護職員処遇改善加算」

にチェックを入れて[登録]を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥実績確定後、明細書にはこのように表示されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆令和 8年 5月以前から処遇改善加算を算定していたサービスの設定方法 

16：通所リハの例 

 

・訪問看護の例と同じように適用期間の追加を行います。 

 

 

⓵提供サービスから「通所リハ」を選んで

[編集]ボタンを押します。 

※適用期間が「2026.06-現在」となってい

ることを確認してください。 

 

 

 

 

 

②介護職員等処遇改善加算（2024.6～、

2026.6～）から設定します。 

 

 

 

 

 

※ 

赤枠の（2026.06～）と記載がある加算と加算 III、加算 IV から選択してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A6：通所型サービス（独自）について 

 

・訪問看護の例と同じように適用期間の追加を行います。 

 

 

⓵提供サービスから「通所型サービス（独

自）」を選んで[編集]ボタンを押します。 

※適用期間が「2026.06-現在」となって

いることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②A6は利用定員 19人以上か 19人未満

で別れますので、該当する利用定員で選

択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


